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現在，我が国の建設マネジメントについては，二者構造の問題，設計変更における受発注者間の納得度

の相違など多くの課題を抱えており，それを解決しようとする試みがなされているが，「組織」と「人」

に着目し，心理・本能に基づく行動ととらえた研究はない．本研究では，これらの課題・問題点を，社会

心理学の観点ならびに，人間の本能としての欲求の観点から解釈し，人間の本質的な欲求に基く行動とし

ての分析を行った．その結果，二者構造執行形態から三者構造執行形態への移行は制度としてはより良い

方向への変革とみることができるものの，本質的な人間の欲求に基づく行動としてとらえると，必ずしも

FIDICに規定された第三者技術者の導入のみでは不十分であり，特に，統一・一貫性の欲求が人間の本能と

して存在することを踏まえ，個人主義的自己観の確立した個人の参画や，自律欲求を満たすような組織と

して「The Engineer」を導入することが有効であること等を考察した．  
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1.はじめに 

 
構造物の建設は言うまでもなく人間活動の一つであり，

それを実行するには，多様な組織が関わり，さまざまな

フェーズで組織としての意思決定がなされる．しかし，

組織が個々人から構成されることから，組織としての意

思決定は，さまざまなルール，条件から客観的に決まる

要因と，組織を構成する構成員の意識・価値観などに依

存する主観的な要因によって影響を受ける．したがって，

適切な意思決定をするためには，構成員の意識に影響を

受けないような制度を適切に整備するとともに，その意

識の持つ課題も認識したうえで，制度を運用してゆく必

要がある． 

このことから，「適切なプロジェクト組織を選択する

ことが建設プロジェクトの成功にとって不可欠である」
１）とあるように，組織形成，および組織を構成する構成

員の特性がカギを握る．このような意味から，プロジェ

クトマネジメントにおいて組織マネジメントは重要な要

素であると言える． 
これまで，我が国の建設産業は高度成長期の躍進の時

期を経て，オイルショックやバブル経済の崩壊，そして

近年の構造的不況や政治の方針転換による公共事業の大

幅な縮減の状況を乗り切るために，海外市場に活路を見

出してきたが，いまだ成功の道筋には乗れないのが現状

である． 
我が国の建設産業が抱える課題に関してはいくつかの

研究がある．草柳 2）は建設産業の抜本的な体質改善，競

争性，透明性，公正性の向上が必要であることから，様々

な取組は行われてきたが，執行形態そのものに問題があ

ったことから，期待する結果は得られていないと指摘し

た．特に二者構造の執行形態では，公的発注機関が，自

身を“建設産業”の当事者であることの認識がうすれて

きていることから，成果が実現性から離れており，我が

国の建設産業において，技術者が個々の倫理観に基づき

意見を発することが重要であると述べている．また，五

艘ら 3)は，我が国のプロジェクトマネジメントの実態調

査において，契約変更・追加工事の処理に関するアンケ

ートを実施した結果，大半の建設プロジェクトにおいて

契約変更・追加工事をするべき事象が発生していること，

コントラクター側の追加費用請求を発注者が認めない状

況が発生していること，さらに，追加費用請求に対する

納得度については建設企業職員が発注者側に追加費用等

をほぼ決定されているという認識をもっていること，等

を指摘している．国土交通省近畿地方整備局の「工事請
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負契約における設計変更ガイドライン（案）」4）では，

「工事の請負契約は，請負者の『請け負け契約』ではな

い．『【発注者と請負者の立場は対等である】』という

相互認識が必要」としており，建設工事の請け負いでは

いわゆる片務性の課題があることが発注者側でも認識さ

れていることからもこの実態がうかがえる 4）．さらに，

五艘ら 5）は，公共工事標準請負契約約款に規定されてい

る甲乙協議と紛争解決プロセスを分析し，公共工事標準

請負契約約款はその制定の意図が片務性をなくすことに

あったことから片務的な要素はないが，信義則の適用範

囲を広く設定していることが課題であり，特に契約書に

書かれていない事項，および契約書で「甲乙協議して定

める」とされている事項が信義則の適用範囲であること

を指摘している．また，実際の工事においては，発注者

側の事情による条件変更に伴なって生じる工期延長や追

加費用の必要性が発生しても，請負者の協議申し入れに

対して発注者が協議に応じないまま工事が進む事例，請

負者が追加費用請求の協議申し入れに対する書面での回

答を要求しても受け入れられない事例なども紹介してい

る．さらに，五艘ら 6）は，プロジェクト遂行者に対する

アンケートを実施し，追加費用・工期延伸の請求に必要

な図書のうち，概要書・事実証明に関する記述などは発

注者主導で作成されていること，またこれらの請求が設

計変更で処理されることを指摘し，さらに，追加費用請

求結果に対する納得感に関しては，納得の程度を示す納

得度でいえば，納得度が 70％以上と回答した者は，発注

者で 93％，受注者で 31％と格段の差があり，この結果も，

いわゆる甲乙協議が必ずしも常に公平に実施されている

とは限らないことを伺わせる． 
海外においても関連した研究が行われている．

El-adaway ら 7)は，クレームおよび紛争の負の効果が請負

者，プロジェクト，建設産業全体，国家経済に重大な負

のインパクトをもつことを指摘し，それを軽減する方法

について検討している．また，Ibbs ら 8）およびZhao ら 9）

は，建設プロジェクトにおいて，設計変更や工期変更な

どのいわゆる変更マネジメントシステムの重要性を指摘

し，具体のシステムを提案している．Lazar ら 10）は，請

負関係において win/win の成果を得るためには，信頼の

醸成が重要であると述べており，さらに，行動戦略が良

いパートナー関係構築に重要であることなどを指摘して

いる．Arditi ら 11）は，コンストラクションマネジャーの

役割に関して，設計者，発注者，請負者，下請け者，コ

ンストラクションマネジャーおよび教育者を含む建設プ

ロセスに関わる組織の期待を調べた．その結果，入札や

建設後のコンストラクションマネジャーの役割に関して

請負者と設計者の間に同意できない項目が多く存在する

ことが明らかとなった．Riley ら 12）は，製造業と建設業

の文化の違いにより，同様のマネジメントシステムは用

いることができないこと，製造業における文化が「会社

の文化」であるのに対して，建設業における文化が「プ

ロジェクトごとの文化」であることを指摘している．Jung
ら 13）は，中小建設会社が外国事業に参入する場合には，

自国での請負業者の下請け関係から，当該国の請負業者

との下請け関係へと展開する場合が多いものの，製造業

に比べて，各国の文化の相違の影響は建設業において大

きいことを指摘しており，自国の建設事業の遂行方法は

他国での建設事業では用いることができない場合が多い

ことを示唆している． 
このように，我が国の建設産業が海外市場で展開され

るためには，文化理解，コンストラクションマネジャー

の役割の認識が重要である．一方，我が国で行われてい

る信義則に基づく契約関係が重要との指摘もあり，設計

変更等が適切になされ，クレーム・紛争の負の効果を事

前にとどめることが重要である． 
海外の建設プロジェクトで採用されているFIDIC約款

では，三者構造を基本としており，中立的な立場にある

エンジニアが，設計や工期の変更などについて判断する

など，具体的な問題解決の手続きが該当条項で具体的に

記載されており，片務性の問題は制度上はない．しかし，

上述のように，逆に信頼関係の重要性の指摘などもあり，

FIDIC 約款をそのままの形で我が国の建設マネジメント

に導入することで解決するとは必ずしも言えない 14）,15）．

このことは，前述のように制度を運用するのが，個々人

から構成される組織であるため，その意識が影響を及ぼ

すと考えられることからも言える． 

一方，脳科学者である林 16）,17）は，人間はさまざまな

欲求に基いて行動することから，どのような欲求がさま

ざまな意思決定の過程で関係者のなかで形成されている

かを踏まえたうえで制度を作りあげ運用してゆく必要が

あると指摘している．また，人間には生来さまざまな本

能があるが，「統一・一貫性」などのある種の本能は，

人間の社会的行動に影響を及ぼすと考えられ，たとえば，

「人間が生存していくためには，人間の本能を満たし，

脳が求める状態に沿った社会を作りあげていくことがも

っとも自然であり，もっとも重要」であるとも述べてい

る．しかしながら，さまざまな関係者がたずさわる建設

プロジェクトのマネジメントのあるべき姿を，このよう

な人間が持つ欲求から考察した研究は見当たらない． 

そこで本研究では，我が国の建設プロジェクトマネジ

メントの課題を整理し，心理学的な欲求や本能の観点か

ら考察する．特に，片務性の実態をもたらしている事項

として，二者構造に基く事業執行と変更管理，および紛

争を主対象として，より具体的な関係組織や担当者の意

識を整理したうえで，我が国の建設プロジェクトマネジ
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メントのあるべき姿について考察する． 

 

2.本研究で用いる基本概念 

 

(1) 人と組織に関わるマネジメント理論18）,19） 

Drucker は，そのマネジメント理論において，組織活

動におけるもっとも重要な資産は「人」であるとし，望

ましい成果を得るには，図-1に示すように，構成員のモ

チベーションを高めることと，働き甲斐のある仕事環境

を作ることが重要であるとしている． 

 また，組織をまとめる管理者は，構成員を 1 つの目標

に向かわせることが重要な使命であるが，その際に組織

を誤った方向に向かわせる図-2に示す以下の4要因を挙

げている．  
機能に基づく細分化：機能やスキルごとに組織を分ける

と，動く側もスキルに対する意識が強くなり，スキルア

ップすること自体が目的化してしまう．役割を分担しな

がら全体のために働く意識を失われる体制となってしま

う． 

上下関係の厳格化：上下関係が厳し過ぎると，部下は上

司の何気ない言動にも「何か意味があるのでは？」と邪

推するようになる．「自分に不満があるのでは？」など

と，必要以上に過敏に反応してしまう． 

現場と管理者の関心のズレ：ものの見方や関心はポジシ

ョンや職種によってそれぞれ異なる．上下間や部署間で

交流がない組織では共通理解・言語が育たず，生産的な

議論が成り立たない．1 つの目標に向かう意識も芽生え

ないため，力を合わせることが困難となる． 

誤った報酬のメッセージ：報酬は受け取る側にとって，

自分がいかに価値があるのか，認められているのかの証

明となる．間違った成果を評価して報酬に加味すると，

人は自分の価値を誤解する．自分がいかに「価値」があ

り，どこに「位置」づけられ，どのように「認められて

いる」のかを理解する指標が報酬となっている． 

 本研究では，これら 4 つの要因を，組織と人にかかわ

る一般的マネジメント要因ととらえ，以後の考察の対象

とする． 

 

(2) 社会心理学における欲求 

 人間の心（知覚・思考・感情・態度・判断）や行動が，

社会的な要因によってどのように影響されるのかを明ら

かにする学問である社会心理学によれば，社会的欲求及

び動機・意図が人間の行動を引き起こす． Murray は，

社会的欲求を図-3に示すように 15 に分類した 20）．これ

らは達成動機・親和動機を研究したものであり，欲求モ

デルに基づいて，受検者の特徴的な欲求や好みを測定す

るEdwards Personal Preference Schedule試験 21）に用いられ

る指標となっている． 
本研究では，これらの 15 に分類された社会的欲求のう

ち，プロジェクト遂行に直接的に影響を及ぼすと考えら

れる達成，追従，秩序，顕示， 親和，自律，他者認知，

支配を考察の対象とする． 
 

(3) 社会システムに影響する人間の本能16） 

図-1 組織の最重要資産「人」18) 

 
 

図-2 組織を誤った方向へ導く４つの要因18)
 

 

 

図-3 Murrayの社会的欲求21) 
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林によれば，社会システムは人間の脳の仕組みを可視

化したものであり，人間が作り出した複雑な社会システ

ムは，脳が本来的に持っている3つの本能に基く欲求を満

たすように作り出されてきた．それは，「生きたい」と

いう生存欲求，「知りたい」という知的欲求，そして「仲

間になりたい」という集団欲求である.この根源である本

能に反するような行動や方針は，脳が欲するものではな

いことから，組織の円滑な運営を阻害し，働く人たちの

能力発揮を妨げ，最終的には組織を崩壊させる方向へ働

く場合すらある.以下で，それぞれについて説明する． 

生存欲求本能：生き延びたいという動物的欲求 

知的欲求本能：常に，環境の変化に対し危険を回避し，

食糧を求め，自己の子孫の繁栄を図るための自然的社会

的環境の状況を掌握し，環境の変化に対応する基本的な

欲求． 
集団欲求本能：人間には自分と同じ家族，会社，同郷の

人に対し，親近感を持ち，好きになるという傾向がある.

これらはすべて「仲間になりたい」という人間の本能か

ら生まれている． 

一方，生まれてから成長すると共に脳も成長し，自分

を守りたいという「自己保存」の本能が育つ．この中の

一つである「統一・一貫性」を守る本能は，人間がもの

を考える場合や，物事が正しいか否か等を判断する場合

に影響を及ぼす． 

自己保存本能：「自己保存」の本能には，過剰に反応す

るとそのことにより自分が傷つくという，相反する二面

性の機能が組み込まれている．例えば，会社の組織にベ

テランの人間がいるとする．ベテランは経験を積み，知

恵もあり人脈もある．ベテランは経験を積んでいる分，

社会の仕組み，組織構造を理解している．よって危機に

遭遇した時は，それにより自分の地位や立場が危うくな

ることを理解しているため，過剰な自己防衛となる．こ

の過剰な自己保存が，自分とのつながりを持つ周囲の人

や自分自身をも傷つけることとなる．これを自己保存の

過剰反応と呼ぶ． 

統一・一貫性本能：人間には左右対称，筋が通ったもの

のように統一・一貫性のあるものを好む本能がある．こ 

の「統一・一貫性」はプラス面とマイナス面を持つ．プ

ラス面は，入手した情報を統一・一貫性に照らし合わせ，

正しいか否かを判断し，情報に新しい情報を加え展開さ

せること，マイナス面は，自分と異なる意見を受け入れ

ることができなかったり，別角度からの視点を見失い，

思考の展開ができなくなることである．さらに,この「統

一・一貫性」には陥りやすい間違いがある．それは,物事

 表-1 本能に基づく欲求と社会的欲求の関係 

欲求 社会的欲求の定義 社会的欲求と本能の関連性 本能に基づく欲求 

達成 
自分の設定した目標や帰属集団から与えられた課

題を達成したいとする欲求 

目的を達成することと「自己報酬」を求

める能力は合致．人間の家族やチームの

ために喜びを感じる 

自己保存，生存 

追従 

階層的秩序のある集団で，自分より上位にいる上

司・優位者を賞賛し無条件で支持すると同時に，そ

の命令や指示に従属することで安全欲求やアイデ

ンティティを守ろうとする欲求 

自己を守るのと同時に，和を乱したくな

く，優位者・数の多い方に従う 
集団，統一・一貫性

秩序 
世界や人間，精神，他者，自然界などを正確かつ詳

細に理解したいという欲求 

人間には，左右対称，筋が通っているも

の，統一・一貫性があるものを好む 
統一・一貫性 

顕示 
自己演出・扇動を行う，自己を他人に印象づけたい

欲求 
自分を守るために，自己を印象づける 自己保存，生存 

親和 他人と仲良くなる欲求 社会をつくるために，集団・組織を作る 集団 

自律 

社会的義務や職業上の責任，伝統的慣習から自由に

なって，強制や束縛，拘束を受けずに自分の行動や

判断を独立的（自律的）に行いたいとする欲求 

命を守り，安全に暮らすために自律的に

生きる 
知的 

他者

認知 

賞賛されたい，尊敬を得たい，社会的に認められた

い欲求 

集団の中から自分を知って認めてもらい

たい 
自己保存,生存 

支配 
他者・集団・環境を自分の思い通りに統制して支配

したいとする根本的動機による欲求 

自己防衛と共に，仲間作りというより組

織を作るという意識 
集団 
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が正しいか否かより,数の多い方に統一・一貫性の本能が

働き,物事の成否を歪める点である．これは集団欲求と同

時に働き,あいまいな納得感のままで間違った判断をし

てしまう． 

先述した社会的欲求もこれらの本能により関連付けら

れ，人間の本能から説明することが可能である．対象と

した社会的欲求と本能との関連性を整理して表-1 に示

す． 

 

(4) 文化的背景 

我が国と西欧の文化的背景の相違として，根本的な行

動様式と自己観について説明する． 

農耕民族である日本人は草食系であると言われる．草

食系の動物は一般に集団で敵と戦うことから，協調性が 

重視される．これに対して，狩猟民族である欧米人は肉

食系と言われる．肉食獣は単独行動で狩りを行うため，

自己主張が強くなる 16)． 

日本人は倫理観の下に武士道という考えをもっている．

武士道は“己がして欲しくないことは他人にするな”と

いう教えをもつ．この考えを日本人はあらゆる取引に“相

互信頼”という形にして取り込んでおり，自分の考えを

相手もまた理解してくれるという前提に立つ傾向がある．

一方，欧米型の考えの基盤は“己の欲するところ人にも

これを施せ”というものである 15）．これらの相違は，互

いの文化の流れを取り込んだものであり，根本的に変更

することは難しい． 

以上のように，日本人は集団主義的自己観あるいは相

互依存的自己観に基いて行動するのに対して，欧米人は

個人主義的自己観あるいは独立的自己観に基いて行動す

ると言える 22)．この文化的背景により，我が国では相互

信頼，協調を重要として種々の組織での意思決定が行わ

れるのに対して，欧米では相互不信頼，個人主義，契約

主義に基づいて意思決定が行われる． 

本研究では，この自己観の相違を文化的背景ととらえ，

前述の社会的欲求及び基本的な本能と関連させながら，

マネジメントにおける諸活動に及ぼす影響を考察する．

表-1に示したように，上述した8つの社会的欲求，5つ

の基本的な本能は関連づけられる．集団主義的自己観と

あわせて，本研究では，その志向性により図-4に示すよ

うに以下のようにグルーピングする. 

 集団志向軸：集団主義的自己観，集団欲求本能，統

一・一貫性本能，秩序・親和・支配・追従欲求 

 達成志向軸：生存欲求本能，自己保存本能，達成・

顕示・他者認知欲求 

 自律志向軸：知的欲求本能，自律欲求 

 集団志向軸は,我が国の文化特有の集団主義的自己観

と同じ志向性を示すもので，個よりも集団の意思を尊重

し，秩序や支配/追従を肯定的にみる志向性である．達成

志向軸は，自己を保存し他者による認知などの達成を結

果として得たいとする志向性である.自律志向軸は,他の

2 軸と異なり，様々な欲求や本能を制御し，真実の探求

を正直に自律的に進める志向性である.このように考え

ると，集団志向軸―達成志向軸平面は,明確な達成を得る

ために集団的価値観に基づくさまざまな欲求をどのよう

にとらえてゆくかという問題を扱う平面とみることがで

きる.また，集団志向軸―自律志向軸平面は,集団志向性

というわが国特有の志向性をどのように自律的・知的に

制御するかという問題を扱う平面とみることができる.

さらに,自律志向軸―達成志向軸平面は，達成したいとい

う自己保存的欲求をどのように自律的に制御するかとい

う問題を扱う平面と捉えることができる. 

このように整理すると,我が国では集団志向軸を強い

志向性として持つという特性に配慮しつつ，達成志向軸

で示される諸欲求を自律的あるいは知的欲求を満たすよ

うに制御するという課題が浮かび上がる． 

 

3．契約システムの比較に見たマネジメント課題の

考察 

 
国内の建設プロジェクトで適用される「公共工事標準

請負契約約款」と，国際コンサルティング・エンジニヤ

連盟（FIDIC）の「建設工事の契約条件書」について，

契約関係，二者構造執行形態・三者構造執行形態，変更

関係及びクレーム・紛争に関連する条項を比較して表-2

に示す．また，表-3には建設マネジメントの課題と社会

的欲求・本能・文化的背景の関連性を示す．以後，これ

らの表にしたがって，個々の項目ごとに心理学的・文化

的に考察する． 

 
図-4 自己観・本能・欲求の志向性によるグルーピング 
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(1)受発注者の基本的な関係 

我が国の建設事業執行における受発注者の基本的な関

係を，2．に示した基本的な概念を用いて整理したものを

図-5に示す．公共建設事業は，発注者である国・地方公

共団体・道路会社等の組織と，受注者である建設企業等

という組織が，請負契約を締結して執行される．ここで，

国・地方公共団体などの発注者は納税者などの代理とし

て業務を遂行するのに対して，道路会社等は民間発注機

関であるという点に注意が必要である．いずれの場合に

も，発注者と受注者の基本的な立場からして支配と追従

の関係に陥りやすく，上下関係が認識されやすい．そこ

で，前述の通り，国土交通省近畿地方整備局の「工事請

負契約における設計変更ガイドライン（案）」において，

「工事の請負契約は，請負者の『請け負け契約』ではな

い．【発注者と請負者の立場は対等である】という相互

認識が必要」とされているなどの認識が発注側組織から

提示されている． 

一方，発注者及び受注者はそれぞれが組織であるが，

ある工事を執行する場合には，それぞれの組織を代理す

る個人が選定され，執行に当たる．これらの個人が，日

本人の基本的な自己観として集団主義的自己観を有する

ものとして心理状況を考察する． 

日本人は集団主義的自己観を持つことから，集団志向

性が強いと言え，親和欲求，集団欲求をもって組織の一

員として自己保存，統一・一貫性や秩序を求める傾向が

強い．また，個人の本能として生存欲求があり，組織内

での自己保存本能から自己顕示欲求が生じる．そのため，

集団すなわち自分の所属する組織の意思を斟酌して，対

等な立場を重要視して業務を遂行する個人もあるが，一

方で，現状の必ずしも対等になっていないことが組織の    

表-2  公共工事標準請負契約約款とFIDIC契約約款の相違4),23),24) 

    国内約款 ＦＩＤＩＣ（1999年版 レッドブック） 

契約関係 

契約方式 
・総価契約単価合意方式            

・内訳書を提出 

・単価契約精算方式                   

・入札時に各工種項目毎に単価を記入した数量明細書提出 

契約図書 

・合意単価表は拘束されるが，提出されている工

程表は概略的な計画に過ぎず，かつ契約上拘束さ

れず               

・受発注者間の協議事項を特記仕様書に明記 

・契約図書の一部として受発注者を拘束          

・工期延長や追加支払いのクレームを行う場合に，その妥当

性を示す根拠として使用                 

・契約図書で責任を明確化  

The 

Engineer 

The 

Engineer 
・定められていない  

・発注者は契約に基づき委譲された義務を遂行するThe 

Engineerを任命                     

・The Engineerが権限を行使する前に発注者の承認を得る必

要がある場合その用件は特記条件に記載          

・The Engineerは受注者に必要な指示を出すこと，追加また

は修正図面を発行できる 

変更 

設計変更・ 

契約変更 

・受発注者協議事項              

・設計変更と契約変更を一体化して運用     

・発注者は設計図書を変更することができる   

・発注者は必要があると認められるときは工期若

しくは請負代金額を変更しなければならない 

・原則はThe Engineerの裁量で設計変更の指示が可能（一

定以上の契約額変更を伴う設計変更は，発注者の事前承認を

要する場合が多い）                   

・The Engineerは受注者に対し指示または提案書提出の要求

により変更を発動することができる 

工期の変

更 

・発注者・受注者協議             

・協議が整わない場合には発注者が定め，受注者

に通知 

・正当な理由によって遅延する場合，受注者はクレームによ

って完成期限を延長する権利を有するものとする 

請負代金

額の変更 

・場合により受発注者間での協議または内訳書記

載の単価を基礎として定める 

・一定以上の契約額変更を伴う設計変更は，発注者の事前承

認を要する場合が多い 

クレーム・

紛争 

クレーム ・定められていない 

・受注者は，完成期限の延長，追加支払いについてThe 

Engineerに通知                     

・The Engineerはクレームの承認，不承認を回答 

紛争の解

決 

・調停人又は建設工事紛争審議会による斡旋，調

停または仲裁 
・紛争裁定委員会（ＤＡＢ）による裁定，国際仲裁 
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表-3 建設マネジメントの課題と社会的欲求・本能・自己観の関連性 

受発注者の基本的な課題 社会的欲求 本能に基づく欲求・自己観

発注者と受注者が請負契約を締結して執行される 支配，追従 集団主義的自己観 

受発注者間の片務性 自己顕示 
自己保存・集団欲求 

親和欲求・統一一貫性 

win/winの結果を生まない場合 
達成（負），他者認知（負），

自己顕示（負） 

生存欲求（負），自己保存

（負） 

二者構造執行形態にかかわる課題 社会的欲求 本能 

【発注側】 

正当でない理由により申請を受け付けない（追加費用請求を認めない場合）
支配，達成 

集団欲求，統一・一貫性

（負）， 

【受注側】 

追加費用請求に対する受注者の納得度が低い 
達成（負），他者認知（負） 

生存欲求（負），自己保存

（負），統一・一貫性（負）

三者構造執行形態の導入の課題     

【設計変更に発注者の事前承認を要さない場合】 

The Engineerが発注者の任命より，自身の設計した業務に対し中立性を失

う 

支配，追従，親和 自己保存，統一・一貫性(負）

【設計変更に発注者の事前承認を要する場合】 

発注者の任命だが，かなり片務性は解消される 
自律，親和 

集団主義的自己観，知的欲

求 

The Engineerが中立性を保持するために 高い自律 知的欲求 

紛争に関わる課題     

【発注側】 

追加費用請求結果に対する納得度が高い6） 
秩序（負），支配 統一・一貫性（負） 

【受注側】 

追加費用請求結果に対する納得度が低い6） 
達成(負），他者認知（負） 

集団欲求（負），知的欲求

（負），生存（負） 

建設工事紛争審査会の各構成員の心理 
支配，追従，他者認知，達

成 

統一・一貫性（負），集団

主義的自己観 

上記の審査会にアメリカと同様にゼネコンやコンサルタントのエンジニア

が選任された場合，これらの委員の心理 
支配，追従，自律 集団欲求，知的欲求 

 
図-5 受発注者の基本的な関係と心理状況 
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意思であると考え，統一・一貫性の過剰反応が作用し，

対等性を無視して業務を遂行することになる個人も現れ

る可能性がある．このことにより組織内での自分の立場

がより上昇するという誤った報酬のメッセージを与えら

れている状況である．発注者側組織に所属する個人にこ

のことをあてはめれば，受発注者間の片務性の可能性が

ここに生まれていることになる． ここには，結果として，

現場と管理者の関心のずれが生じ得ることになる． 

このような関係性は受注者側に所属する個人にも言え

ることは，同じ集団主義的自己観を有する日本人である

限り変わりはない．すなわち，正当でない要求を受注者

の代理人が試みるなどの可能性が生まれる． 

国土交通省では，設計・発注・請負による三者会議に

よって，設計変更を要する項目の洗い出し等を行ってい

る．また，設計変更審査会，設計変更ガイドライン，ワ

ンデーレスポンスなどにより，設計変更に関わる協議の

公平性を高めるシステムとしている．さらに，総価契約・

単価合意方式により単価の設定の公正性を高めている25）. 

しかし，例えば三者会議は，第三者を含む会議ではなく，

発注者，設計者及び請負者から構成される会議であるこ

とから，支配/追従の関係などの集団志向軸―達成志向軸

平面での心理状況が生まれる可能性は消えない．もし，

そのような状況が生じると，自らの業務上の使命を達成

できないことにより，達成欲求が満たされず，その結果

として好ましくない他者認知を引き起こし，更に，生存

欲求もまた満たされず，自己保存や自己顕示欲求も満た

されない状態に陥る．これについては，二者構造におけ

る設計変更，三者構造の導入，紛争・調停に関わって，

具体の事態を想定して（2）以降でさらに考察する． 
一方，人間には自律欲求が存在する．しかし，この欲

求はしばしば他の欲求と相反する．集団主義的自己観を

有する個人が，集団欲求や統一・一貫性の本能に抗して

自律欲求を貫くことは困難な場合が，我が国には多い．

したがって，かなりの部分は他律的な規範により，公衆

の福利に貢献するなどの目的に沿ったステムを作ること

が重要となる．しかし，一方で，知的欲求を満たそうと

する意識は自律欲求を呼び起こす可能性もまたある． 
 

(2)二者構造執行形態にかかわる課題 

 二者構造執行形態の課題として，甲乙協議の中で行わ

れる設計変更に着目して，考察する．1．で述べたように，

多くの建設プロジェクトにおいて契約変更・追加工事を

するべき事象が発生しており，コントラクター側の追加

費用請求を発注者が認めない状況が発生し，追加費用請

求に対する受注者の納得度が低いことが分かっている 3）． 
一方で，国土交通省では，前述のように公共工事の執

行方法に関する改革を実施している．しかし，そこで導

入された設計変更審査会等の協議が受発注者の二者の協

議であることから，これまで考察してきたような心理状

況が生まれ，それに意思決定が影響される可能性がある．

ここでは，受注者側から設計変更に基づく追加費用が申

請され，それを発注者側が認めない状況，あるいは不確

定性の高い公共工事において設計変更が認められにくい

契約が締結されたり，契約内容の解釈上の受発注者間の

相違により，結果として追加費用が請求できない状況を

仮想する．この状況における，受発注者担当者の心理状

況を，2．に示した基本的な概念を用いて整理したものを

図-6に示す． 

受注者にとっては適正な利益を上げることは当然の目

標であることから，受注者側には組織と担当者個人の間

の「現場と管理者の関心のずれ」は生じにくい．発注側

担当者が自律的にこの問題を検討する自律欲求が高い場

合，適正な費用は認める方向に意思決定をすることにな

る．なぜなら，本来，製作されるものに要するコストは

 
図-6 二者構造時の設計変更における心理状況 
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その品質に対応して上昇すると考えるのは自然なことだ

からである．しかし，安いほどコスト負担者にとっての

メリットは大きいという意識が発注側組織において高い

と，そのような発注側組織の集団欲求を担当者が優先す

ることが想定される．これは統一・一貫性の過剰反応で

ある．また，設計変更が発注者から出されるものである

ことから，「決めるのは自分」という支配欲求が働く可

能性もある．また，担当者が組織から誤った報酬のメッ

セージを受けることで，達成欲求も満たされる．しかし，

これは本来の自律欲求や知的欲求を満たす活動とは必ず

しも言えず，担当者たちの能力発揮を妨げていることに

なる．結局，集団志向軸―達成志向軸平面での意思決定

に陥る危険性があり，これを自律志向軸により矯正して

ゆく必要性があるといえる． 

 また，受注者側の担当者は，この結果により，生存欲

求・達成欲求が満たされず，自分の主張が退けられるこ

とで，自己保存本能，統一・一貫性の本能に反した状況

が生まれる．更に上司が無理解の場合，管理者との認識

のずれにより，他者認知の欲求も満たされないこととな

る．すなわち，自律志向軸と達成志向軸の双方に関して

負の状況に追い込まれているといえる．このような片務

性の課題は，受発注者という二者構造の中では克服する

のは容易でない． 

 

(3)三者構造執行形態の導入の課題 
 二者構造執行形態の課題を解決する方法として，

FIDIC約款に規定されている第三者エンジニアを導入し

た三者構造執行形態の課題を考察する．第三者エンジニ

アである「The Engineer」は発注者から任命され，契約に

基づき委譲された義務を遂行する．海外のプロジェクト

では，計画設計をはじめとした施工契約の成立までの大

半の業務をコンサルタント会社に依頼し，その後の施工

監理も同じコンサルタントが「The Engineer」として行う

ことが多い14)．そこで，(2)の二者構造に対して「The 
Engineer」が加わって設計変更を検討する状況を想定す

る．また，前項と同様に，受注者側から追加費用が申請

された状況を仮想する． 
 FIDICによれば，原則は「The Engineer」の裁量で設計

変更の指示が可能であるものの，一定以上の契約額変更

を伴う設計変更は発注者の事前承認を要する．この両者

の相違は発注者の承認の有無である． 
第一に，設計変更に発注者の事前承認を要せずに，

「The Engineer」が判断できる状況を想定する．この場合，

発注者は事実上関係者とならない．したがって，「The 
Engineer」と受注者との関係が図-7に示した組織間の関

係となる．したがって本章(1)で考察した状況とほぼ同様

となる．ただし，「The Engineer」が発注者の任命である

ことから，支配と追従の関係が生まれやすく，「The 
Engineer」が自身の設計した業務に関して自己保存，統

一・一貫性の本能により冷静に中立的な立場で見にくく

なる．  
第二に，設計変更に発注者の事前承認を要する場合を

想定する．この場合，発注者，受注者及び「The Engineer」
という3組織の関係となり問題はより複雑である．しかし，

ここでも，本章(1)で示した組織の間に支配・追従の関係

が構築されるような前提の下では，個人としての心理状

況が大きく影響して，誤った判断を下すことになる．し

かし，発注者の任命ではあるものの，中立性を要求され

る立場の「The Engineer」が導入されることにより，片務

性の問題はかなり解消すると言える． 

 
図-7 三者構造時の設計変更における心理状況 
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本研究では，個人の自己観およびそれに関わる心理状

況を分析することから，次に，個人が「The Engineer」と

して任命される場合を想定する．  
「The Engineer」が個人である場合，その活動は自己観

による影響を受けることになる．国内建設業務を想定し

て「The Engineer」が集団主義的自己観を持つとする．こ

の場合，「The Engineer」としての中立性を保持するには

相当の高い自律欲求と知的欲求を持つことが必要である．

これを持つことにより，発注者・受注者の双方が納得で

きる解を得るために最大限の努力がはらわれることにな

る．しかし，自律欲求が高くない場合，発注者の任命で

あることから自己保存本能及び統一・一貫性の過剰反応

が現れて，「The Engineer」は発注者サイドの組織の一員

であるかの誤った集団欲求，親和欲求に捉われて，偏っ

た結論を導く可能性が高まる．このように，集団志向軸

―達成志向軸平面へ陥る状況が生まれている可能性があ

る． 
現在，国土交通省関東地方整備局においては，FIDIC

約款の国内事業での利用による，海外事業への対応力向

上などを想定して，委員会方式の「The Engineer」を置い

た工事を試行している．これまでの検討を踏まえると，

三者構造による執行形態に移行する場合，我が国におけ

る集団主義的自己観及び関係する個人としての本能や諸

欲求があることを考慮すると，海外事業に精通し，個人

主義的自己観の確立した個人の参画や，自律欲求を満た

すような組織として「The Engineer」を導入することが有

効であると考える．すなわち，ここでもやはり，集団志

向軸―達成志向軸平面へ陥る状況を回避し，いかに自律

志向軸の正の方向へ意思決定を向かわせるかという課題

があるのであり，そのような意味では技術者倫理の問題

であるといえる． 
 

(4)紛争にかかわる課題 
 国内の建設プロジェクトで適用される「公共工事標準

請負契約約款」には，FIDIC約款で規定されたクレーム

に相当する規定はなく，追加費用や工期延長の請求は設

計変更の枠組みで行われる．そこで，甲乙協議における

発注者の通知に不服の場合のために，和解，あっせん，

調停，仲裁といったプロセスが規定されている．ここで

は，紛争・調停のために設置されている建設工事紛争審

査会の機能について考察する． 
建設工事紛争審査会は国土交通省内及び各都道府県の

土木部，県土整備部等に設置されている行政機関であり，

発注機関，その外郭団体の技術者，弁護士，消費者団体，

建設契約・マネジメントを専門としない大学教員から構

成されている．建設工事紛争審査会の公表しているデー

タによれば，土木関係の申請数は少ない．五艘ら5)がア

ンケート結果をもとに指摘したように，追加費用請求結

果に対する納得度に関しては，発注者と，受注者で格段

の差がある．すなわち，受注者側に不満の残る甲乙協議

の実態があるのにもかかわらず，紛争審査会にもたらさ

れる案件が少ない状況がうかがえる．前述のように甲乙

協議が必ずしも常に公平になされていないとすれば，紛

争審査会に申請をすることが，発注者の集団志向性や達

成志向性の阻害要因とみなされ，申請をした受注者のそ

の後の業務に少なからぬ悪影響を及ぼす可能性も排除で

きない． 
紛争に至った状況では，受注者側は正当な権利と考え

追加費用や工期延長を要求しているのであるから，集団

欲求や知的欲求を満たさず，また達成欲求・生存欲求も

満たされない状況であり，さらには他者認知欲求に関し

ても主張が正当に評価されないことから満足できない状

況となる．さらに，紛争にかかること自体が，発注者側

の統一・一貫性の本能に反し，秩序欲求を乱す行為とし

 
図-8 紛争解決に向けた審査会における心理状況 
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て捉えられ，支配欲求を大きく刺激する危険性をはらん

でいる．この状況は，集団志向軸の影響を受けて，達成

志向軸の負の方向へ向かっていることになり，受注者自

らの自律志向性による解決は容易でない． 
また，建設工事紛争審査会の各構成員がどのような状

況となりうるかを考察する．発注機関およびその外郭団 
体の委員は，発注機関という組織の構成員であり，集団

主義的自己観，統一・一貫性の過剰反応等により中立な

立場を維持するのに多大の負担を受けるであろう．弁護

士・消費者代表は，他のメンバーに比べて自律的に判断

できる環境にあるが，工学的な判断をするための知識が

不足していることから，達成欲求・追従欲求を満たすた

めに発注者或いは受注者のいずれかの主張に過度に偏る

危険性をはらんでいる．また，専門外の大学教員の場合，

専門外とは言え，知的活動を職業としており，論理的に

また中立性を維持して判断する能力に優れている．しか

し，結果を左右するほどの専門家としての高度の判断能

力を有するとは言えない場合も多くなり，そこに大学教

員であるという自負心が作用すると，自己保存本能，達

成欲求・追従欲求がより極端に作用する危険もある． 
米国の同様の審査会の構成員にはゼネコンやコンサル

タントのエンジニアが選任される．そもそも受発注者の

間に意見の不一致がある状況であり，請負者の主張を技

術的に判断できるゼネコンやコンサルタントのエンジニ

アが 構成員に加わるべきことは当然と言える．この場合，

構成員となるエンジニアは，他の業務においては集団欲

求の影響を受ける組織間の関係の中で業務を遂行するこ

とになるため，支配欲求や追従欲求の影響を受けるもの

の，弁護士，消費者団体，建設契約・専門外の大学教員

などの中立的な関係者と共に紛争解決に当たるため，自

律欲求・知的欲求をより満たしやすい環境であると言え

る． 
 
4．結論 

 
本研究では，我が国の建設プロジェクトマネジメント

の課題を整理し，具体事象ごとに，心理学的な欲求や本

能の観点から考察した．特に，片務性の実態をもたらし

ている事項として，二者構造に基く事業執行と変更管理，

三者構造の導入の課題，および建設紛争を主対象として，

具体的な関係組織や担当者の意識を整理したうえで，我

が国の建設プロジェクトマネジメントのあるべき姿につ

いて考察した．その結果，得られた結論を以下に示す． 

 

1) 社会心理学で把握される諸欲求，人間の生存本能・

知的本能・集団本能・自己保存，および集団主義的

自己観を，集団志向軸，達成志向軸及び自律志向軸

により整理し，これにより建設事業における発注者

及び受注者の心理状況を分析した． 

2) 二者構造執行形態での甲乙協議による設計変更につ

いて，三者会議や設計変更審査会などの公正性を高

める施策においても，基本的には受発注者の協議で

あり，自律欲求や知的欲求を満たさず，支配・追従

欲求，統一・一貫性の過剰反応などのさまざまなネ

ガティブな心理状況が発生する可能性がある． 

3) 甲乙協議による設計変更等に関する受注者の低い納

得度を改善するために，三者構造執行形態を導入す

る場合，我が国における集団主義的自己観及び関係

する個人としての本能や諸欲求があることを想定す

ると，海外事業に精通し，個人主義的自己観の確立

した個人の参画や，自律欲求を満たすような組織と

して「The Engineer」を導入することが有効である． 

4) 建設工事紛争審査会への土木工事に関する申請が少

なく，その機能の充実が求められ，その一つとして

ゼネコンやコンサルタントのエンジニアを構成員に

加わるべきとの意見があるが，弁護士などの中立的

な関係者と共に紛争解決に当たるため，自律欲求や

知的欲求を優先させやすい状況となる． 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL INVESTIGATION ON PROJECT MANAGEMENT 
PROCESSES IN JAPANESE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 
Masaru MINAGAWA 

 
The burst of bubble economy followed by reduction of domestic construction investment has been 

causing severe issues for Japanese construction industry. One of those issues is based on the unique 
execution principle of “principle of mutual trust”. For example, the requirement of change in cost or 
duration of the project can be dealt with by third party engineer (so-called “the engineer”) in international 
projects, while a contractor to require those change have to obey the decision of the owner in Japan. 
In this study, I investigated the socio-psychological requirements of persons who handle typical 

situations in domestic construction projects. I describe the relationships among those factors and each 
situation. This study confirmed that various socio-psychological requirements and the sense of self based 
on collectivism might affect their decision makings and the simple introduction of “the Engineer” may 
not resolve the problems based on the uniqueness of domestic construction industry. 
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